
運営上の留意点について

居宅介護支援・介護予防支援

令和７年７月

鳥取市福祉部地域福祉課指導監査室
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１ 令和６年度改定内容について

２ 運営指導における主な指摘事項について

３ 運営基準減算について
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令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）より

★
（参考）入院時情報連携加算に関するQ&A
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１ 令和６年度改正について

２ 運営指導における主な指摘事項について

３ 運営基準減算について
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◎根拠条文
「条例」

【居宅介護支援】

鳥取市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成29年12月22日鳥取市条例第53号）

「予防条例」

【介護予防支援】

鳥取市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る：市予防条例

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成26年12月26日鳥取市条例第38号） ㉘



◎報酬基準
「老企第36号」

指定居宅サービスに要する費用の額の算定 に関する基準（訪問通所

サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居

宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について

（平成12年3月1日老企第36号）

○基準【介護予防支援】

指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準

（平成18年3月14日厚生労働省告示第129号）
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☆具体的取扱方針
■福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を計画に位置付ける場合は、その利用の妥当性を
検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を十分に記載するとともに、継続して福
祉用具貸与・販売を受ける必要性について検証した上で、継続して福祉用具貸与・販売
を受ける必要がある場合にはその理由を計画に記載すること。（条例第16条第22号・
23号、予防条例第33条第24号・第25条

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等
を踏まえて、その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大き
く阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録する必要があります。
このため、居宅サービス計画に貸与及び販売を位置付ける場合にはサービス担当者

会議を開催して必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、必要な理由を
記載しなければなりません。
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☆内容及び手続の説明及び同意①
■重要事項説明書について、秘密の保持及び事故発生時の対応を記載す
ること。

（条例第7条第1項、予防条例第7条第1項）

重要事項説明書に記載すべき内容は以下のとおり。
①運営規程の概要
②担当職員の勤務体制
③秘密の保持
④事故発生時の対応
⑤苦情処理の体制等
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細川 美南1



スライド 31

細川 美南1 赤字部分削除でよい可と思います
細川 美南, 2025-02-10T01:29:23.963



☆内容及び手続の説明及び同意②
■指定居宅介護支援の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に
対し、前６月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、
通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」
という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割
合及び前６月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介
護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密
着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について、説
明を行い、理解を得るように努めなければならない。（条例第7条第３
項）

公正中立の観点から令和６年度改正で「しなければならない」から「努めること」
に変更になったものです。
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細川 美南1

指松2



スライド 32

細川 美南1 努めなければならない、では？
細川 美南, 2025-02-10T01:30:16.333

指松2 「あらかじめ、利用者又はその家族に対し、」前6月間に作成された・・・では？
松田 珠美, 2025-07-14T00:25:02.745

田中 久愛（非常勤）2 0 修正しました
田中 久愛（非常勤）, 2025-07-14T01:31:19.071



☆勤務体制の確保
■勤務表について、管理者の兼務関係を明確にすること。。

（条例第22条第1項、予防条例第21条第2項）

事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員につい
ては、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係を明確にす
る必要があります。
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☆計画の作成

■計画の作成に当たっては、利用者の希望、アセスメントの結果等を踏
まえ、利用者一人一人の状況等に合わせた具体的な計画を作成すること。

計画の作成に当たっては、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項
目の提示について」（平成11年11月12日老企発第29号）に沿って行って
ください。
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☆特定事業所加算
■必要に応じて多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支
援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画（以下、
「計画」という）を作成すること。（老企第36号 第３の14）

令和３年度改正で追加になった要件です。多様な主体により提供される利用者の日
常生活全般を支援するサービスとは、介護保険給付等対象サービス以外の保健医療
サービス又は福祉サービス、地域の住民による自発的な活動によるサービス等のこと
をいいます。
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１ 令和６年度改正について

２ 運営指導における主な指摘事項について

３ 運営基準減算について
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☆運営基準減算とは

居宅介護支援事業における運営基準減算とは、指定介護支援
事業者が運営基準を遵守していない場合に、所定単位数の１
００分の５０に相当する単位数を算定する。また、運営基準
減算が２月以上継続している場合は、所定単位数は算定しな
い。

運営基準減算に該当しているのに通常通りの
報酬請求を行うと不正請求となり、行政処分
の可能性も…
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スライド 37

指松1 運営基準減算に該当しているのにかかわらず
→かかわらず削除？
松田 珠美, 2025-07-14T01:05:03.934



運営基準減算の算定要件

具体的には老企第36号第３の６に規定されている次の４つ
の要件がある。

（１） 居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ利用者に
対して複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求める
ことができることについて説明していない
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運営基準減算の算定要件
（２） 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては次の場合

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、
利用者及びその家族に面接していない場合

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を
行っていない場合

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容に
ついて利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同
意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付してい
ない場合
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運営基準減算の算定要件
（３） 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、
サービス担当者会議等を行っていないとき

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合
② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定

を受けた場合
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運営基準減算の算定要件
（４） 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の
把握（モニタリング）に当たっては、次の場合に減算される

① 当該事業所の介護支援専門員が次に掲げる方法により、利用者
に面接していない場合
イ １月に１回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法
ロ 厚生労働省が定める基準を満たせばテレビ電話装置等を活用
して２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪
問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して行う方
法

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録して
いない状態が１月以上継続する場合
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スライド 41

指松1 「訪問することによって方法」確認お願いします。
松田 珠美, 2025-07-14T01:09:11.701

田中 久愛（非常勤）1 0 修正しました
田中 久愛（非常勤）, 2025-07-14T01:29:00.701



運営基準減算にならないためには

・居宅サービス計画作成等に際してやるべき手順を
確実に行うこと。

・やるだけはなく記録もしっかり行うこと。
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ご清聴ありがとうございました


